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足立区選挙人名簿登録者数

登録日( 50 ・3 ・18) 現在

男　　204, 170 人
女　　201, 587 人

計　　405, 757人

忘れずに投票しま し ょ う
都知事 選挙 4 月13 日

区長・区議会議員選挙 4月27日
朝7 時

～

夕方6時

この一票選ぶ力がくらしを守る
こんどの選挙は、私たちの毎日のくらしに最も身

近な保育園やゴミ処理のしごとを受け持っている区

政と都政を、今後4 年間まかせる区長・区議会議員
・都知事を選ぶものです。

標語にもあるとおり、この一票は福祉や環境問題

あるいはインフレなどから私たちの生活を守るため
に、たいへん大きな役割I ) を果たすことになります。

また、今度の選挙から、23年ぶりに区長の選挙が
行なわれます。

いままで、区長は区議会か選んでいましたが、な

がい間の区民の念願がかない、区民が直接選挙で選

ぶことになりました。
住みよい足立、明るい東京を作るため、みんな忘

れずに投票しましょう。

東京都知事選挙
足立区で投票できる人

こんどの都知事選挙で 、足立区で投票で

きる人は、年齢満20歳以上で、足立区の選挙
人名簿に登録されていることが必要です。

名簿に登録されるには、足立区に住みはじ

めてから基準日( 3 月17日) までに3 か月以
上たっていなければなりません。

また、都知事選挙は東京都全域にわたる

選挙ですので、区外へ転出した人でも、東
京都内に転出した人は、次の条件にあう場

合には、足立区で投票できます。

● 足立区に転入してきた人
昭和49年12月17日までに、足立K に転入

して転人届をすませた人は、投票できます。

12 月18H 以後転人した人は、選挙人名
簿に登録されるため必要な住所要件… 基準

日( 3 月17日) までに3 か月以上住んでい

ること…が満たされませんので、足立区で
投票することはできません。ただし、東京

都内の他区( 市町村) からの転入の場合、
前の住所地の選挙人名簿に登録されていれ

ば前の住所地で投票できます。

● 足立区内で転居した人

昭和50年2 月28日以前に、足立区内で転

居した人は。新住所地の投票所で投票でき

ますが、3 月1 日以後転居した人は凵日住
所地の投票所で投票することになりますか

らご注意ください。

● 足立区から転出した人

昭和49年12月19日以後、足立区から東京

部内に限って転出した人で、投票日まで足

立区の選挙人名簿に登録されていれば( 一
度登録されると転出しても4か月間はその

まま登録されています) 足立区で投票でき
ます。その場合、引続いて東京都内に住ん

でいることの証明書( 新住所地の住民票 の

写しなど) が必要です。

昭和49年12月12日以前に転出した人、お
よび東京都外へ転出した人は、投票できま

せん。

● 選挙公報は新聞折込みに
送挙公報( 都知事選挙のみ発行囗ま。今

回から新聞に折込んでお411けしました。
折込み日… 4 月7 日前後の朝刊

折込みした新聞
朝日　サンヶイ　東京　日経

毎日　読売

これらの新聞を購読されていない世帯に
ついては、次の施設に選挙公報を用意して

ありますので、お立寄りの際お受 取りくだ

さい。

公報配置場所
区役所　第二庁舎　出張所　福祉事務所

区立保育園　区民センター　区民福祉セン

ター　教育センター　図書館　文化会館
青年館　老人館　児童館　保健所　保健相

談所　足立都税事務所　水道局営業所　消
防署　郵便局… … 足立・西・北の3 局

国鉄・私鉄の区内駅　東武バスの大谷田車
庫と花畑車庫

足立区長・区議会議員選挙
投票できる人

足立区長・区議会議員の選挙で投票でき
る人は、年齢満20歳以上で、足立区の選挙

人名簿に 登録 されて いるこ とか必 要で す。

名簿に登 録さ れるに は、 足立区に 住みは じ

め てから 基準 日( 4 月15日) までに3 か 月以

上 たっ ていなけ れば なり ません。

■ 区長・区議会議員選挙の

投 票 の 順 序
投票所における投票の順序は、はじめに
足立区議会議員選挙の投票を行ない、次に

足立区長選挙の投票を行ないます。

入場券を持参
↓

名簿対照係…… 選挙人名簿の抄本と入場券
( 本人) との対照

↓

用紙交付係…区議会議貝選挙の投票用紙を

もらう( 入場券をみせる)
↓

記 載 台…投票用紙に区議会議員選挙の

立候補者を1 名記載

↓

投 票 箱…区議会議貝選挙の投粟箱へ投入

↓

用紙交付係…区長選挙の投票用紙をもらう

( 入場券を渡す)

↓

記 載 台…投票用紙に区長選挙の立候補

者を1 名記載

↓

投 票 箱…区長選挙の投票箱へ投入

↓

退 出

■ 足立区に転入してきた人
昭 和50年1 月15 日 までに 、足立区 に転 入

して 転 入屆を す ませ た 人は、投 票で きます。

1 月16 日以 後転 入した 人は。 選挙人 名

簿に 登録 される ために 必要な 、3 か 月の 住

所要件 が満 たされ ません ので、投 票す るこ

とは で きません。

■ 足立区内で転居した人
都知事選挙の場合と同じです。ただし、
区長および区議会議貝の選挙で、はじめて

足立区の選挙権を得て、名簿登録される人

の場合、3 月31日以前に区内転居した人は

新住所地の投票所で投票できます。

■ 足立区から転出した人
区の選挙ですので、投票日前に区外へ転

出した人は、投票できません。

■ 入場整理券
投票日には、入場整理券をお持ちくださ

い。 入場整理券は、東京都知事選挙と足立
区長・区議会議員選挙の両選挙に同じもの

を使います。両選挙ダ)投票ができる人は、

都知事選挙が終わった後も、4 月27日まで

大切に保管しておいてください。
なお、区長・区議会議員選挙だけ投票で

きる人の場合、入場整理券は4 月中旬頃発

送する予定です。
入場整理券を紛失した人は、投票所内に

ある調査係へ申出てください。
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投票に行けない方は
不 在 者投票・郵便投票で

郵 便 投 票
からだが不自由な方

今回行なわれる都知事選挙、区長・区議会議貝選挙か

ら、からだが不自由なため投票所へ行けない方は、家に

いたまま投票( 郵便による不在者投票) ができるように
なりました。

● 郵便投票ができる方

次のいずれかに該当する方は、郵便投票制度を利用で
きます。

①身体障害者手帳をお持ちの方で

両下肢、休幹の障害の程度が、1 級または2 級
の方

心臓、じん臓、呼吸器の障害の程度が、1 級ま

たは3 級の方
②戦傷病者手帳をお持ちの方で

両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2
項症までの方

心臓、じん臓、呼吸器の障害の程度が、特別項

症から第3 項症までの方
● 郵便投票のしかた
1　「郵便投 票証明 書」 を もら い ます。

この制度を利用できる方は、「郵便投票証明書交

付申請書」に身体障害者手帳または戦傷病者手帳を

そえて、選挙管理委貝会に送り、「郵便投票証明書」
の交付をうけます。

2　投票用紙等をもらいます。

1 の交付を受けた方は、投票日の4 日前まで( 区

長・区議選の場合4 月23日まで) に、「郵便投票用

謫求霄」に「郵便投票証明書」をそえて、選挙管理
委員会に送り、投票用紙等の交付を受けます。
3　 投票用紙は郵便で送り返します。

投票用紙等が送られてきましたら、投票用紙に候

補者の氏名を必ず自分で書いて、選挙管理委貝会に
必ず郵便で送り返してください。

「郵便 投票証 明書 交付申 請書 」およ び「郵便投

票用請求 書」は 選挙管 理委 員会にあり ます。

「郵便投票証明書」は4 年間有効ですから、都知事

選挙でこの証明書の交付を受けた方は、区長・区議会
議員選挙では、1 の手続きは必要ありません。

なお、都知事選挙での郵便投票の受付けは、すでに

終わりました。

不 在 者 投 票
やむを得ない理由で投票所へ行けない方

投票日に次のような理由で投票できない方は、不在者

投票をすることができます。不在者投票というのは、投
票当日、投票所へ行って投票することができないちのた

めに、投票日前にあらかじめ投票できる制度です。
<投票日に投票できない理由>

①投票日に、職務や業務に従事していて、投票所へ行け
ない方

②投票日に、やむを得ない用務や事故のため、区外に旅

行中・滞在中の方

⑧病気・ヶ が・妊娠などのため、歩行が困難で投票所へ
行けない方

④足立区から都内の他区市町村に転出した方で、足立区
に投 票資格のある方( 都知事選挙のみ)

このような方は、入場整理券と印鑑をお持ちのうえ、
選挙管理委貝会までおいでください。

また、長期間出張や旅行のため来られない方は、郵便
で請求してください。旅行地など足立区外でも、不在者

投票ができます。

なお、現在都知事選挙の不在者投票を受付けています。12
日までですから、投票日に投票できない方は、お早め

においでください。
<不在者投票の受付けは>

受付期間　　都知事選挙　　　3月19日～4月12日

区長・区議選挙　4月17日～4月26日
時　　間　午前8時30分～午後5時

場　　所　足立区選挙管理委貝会事務局
( 区役所3 階)

「明るい選挙」
ポスターコンクール入選

昭和49年度の「明るい選挙」ポスターコンクー

ルには、区内小中学校の児童 一生徒のみなさんか
ら 、内 容豊 かで ユニ

ー クな作品 が たくさ

ん よせら れまし た。

足 立区 コン クールで

は15 名の 方が 人選 さ

れ 、この 作品 を束 京

都コン クー ルへ出品

し まし たが、 笠井 美

里さん( 千寿 第七小5

年) の作品( 写真)

が入 選し まし た。

投 票 区 域 一 覧 表

投票所が変わります
◎ 次の地域にお住まいの方は、新しく投票区が増え、投票所が変わりますので、ご注

意ください。
該当地域…花畑町1～26、28～179、181～239、242～603、2697の10、2709～

2831、5430～5549、5600～5952、5955～5973、5975～5977、5980～5996
新投票所…区立花畑東小学校( 花畑町526番地)

◎ これまで関原小学校分校が投票所となっていた地域の方々は、今回の選挙では、投

票所が変わりますのでご注意ください。
新設投票所…関原保育園( 関原2 丁目22- 10)

◎ 昨年の11月1日の住居表示により、扇1. 3丁目、西新井本町2丁目、江北1. 4
丁目となった地城のうち、一部の方々は投票所が変わります。上の投票区域一覧

表をお確かめのうえ、投票所へおいでください。


